
新型コロナウイルス感染症の拡大により
●お●困●り●の●皆●さ●ん●へ～各種支援のお知らせ～
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、私たちの生活にさまざまな影響が及んでいま
す。
　市や国、北海道などは、市民の皆さんの生活を支えるため、新たな給付制度や既存支援
の拡充などに取り組んでいます。
　現在、行われている主な各種支援をお知らせしますので、今後の生活への不安を少しで
も和らげるためにご利用ください。

特別定額給付金
　緊急経済対策の一環として、家計への支援として
行われる給付金
対�象　４月27日㈪時点で住民基本台帳に記録されて
いる方
給付額　一人当たり100,000円
申請手続き　①か②のいずれか
　①�送付された申請書に必要事項を記入し、必要書
類を添付の上、郵送または持参（感染症対策の
ため、可能な限り、郵送手続きをお願いします）

　②�マイナンバーカードを利用したオンライン申請
申請期限　８月12日㈬
※�必要書類が足りていない場合や申請書の記載に不
備がある場合は、給付が遅れることになりますの
で、提出前に確認をお願いします。
※�申請書が自宅に届いていな
い場合は、問い合わせくだ
さい。
問�い合わせ　特別定額給付金
グループ（☎�７１８５）

令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金
　子育て世帯の生活を支援するための臨時特別給付
金
対�象　令和２年４月分の児童手当受給者
給�付額　対象児童一人当たり　10,000円
※�公務員を除き、申請は不要で、児童手当と同じ口
座に振り込みます。（６月予定）
※�公務員は、所属庁から配布される申請書に必要事
項を記入し、支給対象者である
ことの証明を受ける必要があり
ます。
問�い合わせ　こども家庭グループ
� （☎�１２２３）

住居確保給付金
　住居を失うおそれがある方などへの家賃支援
対�象　離職や廃業、新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う休業などにより収入が減少し、離職など
と同程度の状況にある方
支�給上限額　単身世帯30,000円、２人世帯36,000円、
３～５人世帯39,000円
支�給期間　３ヵ月（最大９ヵ月）
※�支給要件など、詳しくは問い合
わせください。
問�い合わせ　生活支援相談室（社
会福祉グループ内・☎�１９１
１）

緊急小口資金・総合支援金（特例貸付）
　緊急かつ一時的な生活維持のための生活資金の貸
し付け
対�象　新型コロナウイルス感染症の影響による減収
などで、生活費にお困りの方
※�貸し付けのため、返済して
いただく必要があります。
問�い合わせ　社会福祉協議会
生活あんしんサポートセン
ター（☎�７３７９）

市税などの徴収猶予等
　市税や国民健康保険税などを納期内に納めること
が困難な方は、徴収猶予の特例を受けることができ
る場合があります。
　納税が難しい方は、まずご相談ください。
※�道税や国税、国民年金保険料などについても、徴
収猶予などを受けることができる場合があります。
問�い合わせ　税務グループ（☎�１１５５）、国民
健康保険グループ（☎�１７７１）

傷病手当金（国民健康保険・後期高齢者医療制度）
　健康保険の被保険者が、病気やけがの療養のため
仕事を休んだ（業務災害を除く）場合の所得保障
対象（全てに該当する方）
　１　�新型コロナウイルスに感染、または感染が疑

われたことで、仕事ができない方
　２　�４日以上、仕事を休んでいる方
　３　�休んだ期間について、給料がもらえない方
　４　�国民健康保険または後期高齢者医療制度に加

入している方
※�支給要件など、詳しくは問い合わせください。
※�その他の健康保険に加入されている方は、加入さ
れている保険者に問い合わせください。
問�い合わせ　国民健康保険グループ（☎�１７７
１）、年金・長寿医療グループ（☎�２１３７）
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